
会 計 管 理 室 

 

新年度予算における基本的な方針 

法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に会計事

務を処理するために、各所属での会計事務処理能力の向上を図る。 

また、公金の管理については、収支計画の精度向上と金融情勢の動向把握に

努め、最も確実かつ有利な方法で運用を行う｡ 

 

１．会計管理事業について 

支出にかかる審査事務や歳入金の収納事務を適正かつ効率的に行うとともに、

各所属に対しては、出納員や実務担当者を対象とした会計事務研修を実施して

職員の会計事務処理能力の向上を図り、適正な会計事務の執行を推進する。 

さらに、各所属の会計事務の執行や現金、金券、物品等の管理が適正に行わ

れているかの確認及び実務担当者への会計事務に関する相談・支援のため、

実地検査を行う。 

公金の管理については、収支計画の精度向上を図ることにより、運用可能な

資金の状況をより精緻に把握するとともに、厳しい金融環境のもと安全性を最も

重視し、日々の支払いに支障を来さぬよう資金の流動性を確保しつつ、運用収

益の確保に努める。 

 

【主な事業】  会計管理経費  予算額   ３１，１８７千円 

 

 



議 会 事 務 局 

 

新年度予算における基本的な方針 

四日市市議会では、平成 23 年の四日市市議会基本条例の制定をはじめ、こ

れまでに多くの議会改革を実施してきた。平成 28 年度はこれらの取り組みの

一層の充実を図ることに加え、議会基本条例の基本方針である、市民との情報

共有を図ること、市民参加を推進すること、議員間討議を活性化して政策立

案・政策提言を行うこと、の三本柱に沿った議会改革をさらに推進する。議会

事務局は、この改革の実現に向けてサポートを行う。 

 

１．議会改革の推進について 

議会は、議会基本条例に規定した取り組みである通年議会、文書質問等を

積極的に活用し、議論の活発化を図ることに努めている。平成 27年度には「議

会活性化検討会」の答申に基づき、委員会活動の活性化策等について議論さ

れ一定の方向性が確認された。平成 28 年度はこうした議論の成果を踏まえ、

さらに議会改革を推進していく方針であり、議会事務局はこうした取り組み

に対しサポートを行う。 

【主な事業】    会議録作製関係経費          ８，１１９千円 

参考人等関係諸経費            ３３２千円 

 

２．市民への議会情報の提供及び議会への市民参加の取り組みについて 

議会は、議会基本条例の基本方針の三本柱として掲げた「市民との情報共有」、

「市民参加の推進」を図るため、議会活動について積極的に情報発信に努めて

いる。平成 27 年度は「議会の見える化」の取り組みとして、本会議場に大型

スクリーンと採決システムを導入することにより、一般質問の際の議員の資料

や採決結果を大型スクリーンに映し出し、傍聴者にとって分かりやすい議会と

なるよう取り組んだ。平成 28 年度の取り組みとしては、市議会の代表質問、

一般質問及び本会議場で行われる内容について、現状ではパソコンからライブ

中継、録画中継を視聴することができるが、タブレット端末で視聴することが

できないため、タブレット端末による視聴を可能とすることにより、市民の利

便性の向上を推進する方針であり、議会事務局はこうした取り組みを通して、

市民に開かれた議会の実現のためのサポートを行う。 

【主な事業】   市議会中継関係経費         １２，６４１千円 

         議会報等作製関係経費        １０，６２０千円 

         インターネット配信関係経費      １，０１３千円 

 



３．議会の政策形成機能の充実について 

議会は、議会基本条例の基本方針の三本柱の一つである「議員間討議の活性

化」を進め、議員間討議により集約された意見から政策立案・政策提言を行う

ことを目指している。議会事務局は、こうした議会の政策形成機能を充実する

ための取り組みについてサポートを行う。 

【主な事業】     政務活動費            ２８，５６０千円 

          行政視察関係経費         １３，１３２千円 

          議員パソコン・インターネット経費  ２，４８３千円 

          調査法制関係諸経費         ２，０００千円 



監 査 事 務 局 

 

新年度予算における基本的な方針 

  地方自治法に定められている「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少

の経費で最大の効果を挙げる。また、常にその組織及び運営の合理化に努め

その規模の適正化を図る。」との規定の趣旨にのっとり、監査委員が実施する

監査事務の補助を行う。 

 

１．定期監査について 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、最少の経費で最大

の効果を挙げているかに着目し、予算の執行及び財産の管理などが適法、適

正かつ効率的に行われているかについて監査を実施する。 

 

２．行政監査について 

  本市の事務の執行に関し、事務組織その他の執行体制、事務処理の手続き

方法、事務の執行状況、施設の管理運営及びその他の行政運営全般について、

公正で効率的かつ効果的に行われているかについて監査を実施する。 

  テーマを定めた行政監査及び定期監査に並行して行う行政監査を実施する。 

 

３．その他の監査、検査、審査について 

  出資団体監査、財政援助団体監査、公の施設の指定管理者監査、工事監査

及び例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査、財政健全化審査・経

営健全化審査等を実施する。 

 

 

 

 【主な事業】    監査事務一般経費  当初予算額 ２，５１６千円 



教 育 委 員 会 

 

新年度予算における基本的な方針 

 平成２７年１１月に、総合教育会議において本市の教育の目標や施策の根本的な方針とな

る「四日市市教育大綱」を策定した。教育大綱に示された５つの理念「社会人になっても通

用する問題解決能力の養成」「豊かな人間性と健やかな体の育成」「夢や志の実現に向け、自

ら学び続ける意欲・態度の涵養」「家庭、地域、学校・行政が連携・協働した教育の実現」「都

市の特長を生かした四日市ならではの教育の推進」に基づき、本市の特長ある教育施策を展

開する。 

学校教育分野では、「第３次四日市市学校教育ビジョン」（平成２８年１月策定）に基づき、

本市が目指す子どもの姿「輝く よっかいちの子ども」の実現に向けた各種施策の充実に努

める。 

また、良好で機能的な学習環境づくりの推進のため、空調設備整備など、子どもたちを取

り巻く教育環境の充実に努める。 

このほか、文化財・埋蔵文化財については、引き続き国指定史跡久留倍官衙遺跡の整備を

実施するなど、文化財の保存・活用に努める。 

図書館、博物館における施策の充実では、学習機会・情報提供の充実及び学習活動の支援

に取り組むとともに、市民ニーズを踏まえた利用拡大に取り組む。 

スポーツの振興では、スポーツ施設整備計画に基づき、平成３３年に開催される「三重と

こわか国体」に向けたスポーツ施設整備を進めるとともに、地域スポーツおよび競技スポー

ツの充実に取り組む。 

 

１．学校教育の充実 

⑴ 社会人になっても通用する問題解決能力の養成 

子ども自身が身に付けた知識・技能を実生活で応用するとともに、他者と協働しながら

問題を解決していく主体的・能動的な能力としての「社会人になっても通用する問題解決

能力」の養成を図ることにより、子どもたちが将来、社会的・職業的に自立していくため

の施策を展開する。 

本市独自施策として小・中学校１年生における３０人以下学級編制を行うための教員を

配置し、効果的な少人数教育を展開する。 

思考力・判断力・表現力の育成のために、読書後の感想や新聞等の要約を伝える１分間

コメントの取り組みや、新たな中学生スピーチコンテストの開催など、言語活動の機会を

充実させる。 

外国語活動・英語教育の充実では、外国人英語指導員を全小中学校へ派遣するとともに、

小学校における英語専科教員を拡充し、教室で英語を効果的に学ぶ環境の整備を進める。 

また、本市作成の「問題解決能力向上のための授業づくりガイドブック」の活用をテー

マにした研究指定校による研究を進めるとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）の特性を活用

した授業を実践するためのＩＣＴ環境の整備と運用支援を行うことによって、各学校の日

常の授業改善を図る。 



教職員の資質能力の向上においては、ライフステージに応じた研修講座を実施し、学級

運営や学習指導を中心とした指導力の向上を目指す。 

さらに、若手教員等への指導・助言にあたっては、若手教員研修等を実施すると共に、

教育アドバイザーを派遣し、指導力と資質の向上を目指す。 

 

【主な事業】  少人数学級拡充事業            ２３９，８２３千円 

（うち小一・中一３０人学級分  ９６，４２１千円） 

（うち非常勤講師配置分    １４３，４０２千円） 

学校英語教育充実事業            ８２，２０２千円 

教育課題研究・調査費             １，２２９千円 

学校教育ＩＴ推進事業             ４０，５１７千円 

教育情報通信システム運営費         １８４，７０７千円 

中学生スピーチコンテスト開催事業         ３００千円 

教職員研修費                        ２，２６６千円 

大学及び企業等との連携による教師力向上事業  １，８９８千円 

（うち大学との連携事業分    １，２１４千円） 

 

⑵ 豊かな人間性と健やかな体を育む教育の充実 

学ぶことと社会とのつながりを意識した様々な活動を通して、基本的生活習慣や規範意

識、自己有用感、他者と協調し思いやる心など、豊かな人間性と健やかな体を育む施策を

展開する。 

生徒指導については、いじめや不登校等の未然防止、早期発見、早期対応につなげるた

め、教職員の指導・相談体制等の充実を図るとともに、学級満足度調査等の結果を効果的

に活用していく。併せて、保護者や地域との連携強化等に努める。 

各学校の相談体制については、国・県によるスクールカウンセラー（臨床心理士等）の

配置に加え、市独自での配置を行うことにより、すべての小中学校にスクールカウンセラ

ーを配置するほか、学校からの要請に応じてハートサポーター（臨床心理士等）を派遣す

ることで、学校のカウンセリング機能の充実を図る。 

併せて、スクールソーシャルワーカー（社会福祉士等）を派遣して、児童生徒が抱える

家庭に起因する福祉的な課題の改善及び解決を図る。 

読書活動の推進及び学校図書館の活性化については、全小中学校に司書を派遣し、図書

館担当教員への助言及び読書活動への支援、テーマを設定して読み聞かせるブックトーク

の実施や図書館を活用した授業支援等を行う。 

健やかな体の育成と子どもの運動能力や体力向上のために、小中学校における子どもの

運動のあり方や教員の指導方法などについて、引き続き研究する。併せて、小学校におい

ては、運動の日常化と体力向上推進のための環境整備を充実させる。 

また、食育を推進し、中学生の健やかな成長につなげるため、デリバリー方式による給

食と家庭弁当を併用して実施する。給食アンケート結果や中学生から募集したレシピを参

考にするなど、今後も継続して給食内容の充実を図るとともに、情報発信を広く行うため

に冊子を作成する。 



不登校や発達障害など課題のある幼児・児童・生徒に対しては、一人一人の教育的ニー

ズに応じて専門家を派遣したり、適応指導教室や関係機関との連携を図ったりすることで、

乳幼児期から中学校卒業後を見通した一貫した相談支援体制を推進する。また、就学前の

子どもたちの就学が円滑に進むように就学相談のシステムの改善及び充実を図る。 

一方、こども未来部との連携を進め、発達障害等の幼児・小学校低学年児童（４歳～８

歳）とその保護者への早期支援（Ｕ－８事業）を実施する。 

特別な教育的支援の必要な幼児・児童・生徒の進級や進学、関係機関との連携の際には、

「相談支援ファイル」を有効に活用する。併せて、保健所やこども未来部及び医療機関と

連携した支援体制（YESnet等）により、精神疾患のある児童生徒への早期発見・早期支援

に努める。 

また、個別の教育的ニーズに応じた指導や支援が提供できるよう、特別支援教育にかか

わる教職員の専門性の向上に努める。さらに、各学校の特別支援教育体制の推進に指導・

助言・連絡調整を行う「地域特別支援教育コーディネーター」の配置のほか、特別支援学

級に介助員を配置するとともに、通常の学級において発達障害等で支援を要する児童・生

徒に特別支援教育支援員を拡充して配置する。 

学校人権教育については、引き続き、教職員自らの人権感覚や実践力を磨くための研修

を充実するとともに、発達段階に応じたカリキュラムの整備に努める。各中学校区におい

ては、児童生徒が主体的に参画できる子ども人権フォーラムをめざしながら、一貫して子

どもたちに人権尊重の精神を養い、差別をなくす実践力を育てる。 

教育上配慮を必要とする地域及び周辺地域においては、引き続き、人権学習、仲間づく

りや体験学習などを通して、基本的人権を尊重する精神と行動力をもった子どもを育成す

るための事業を実施する。さらに、学習環境の厳しい子どもたちの学習習慣の定着と基礎

学力の向上を目指して、学校・家庭・地域が連携して、教員ＯＢなど指導経験者や地域の

方の支援を得て、学力・進路保障の取り組みの充実を図る。 

 

 【主な事業】    途切れのない指導・支援事業         １８６，１８８千円 

（うち生徒指導・教育相談事業分 ３１，３６１千円） 

（うち特別支援教育・相談事業分  ７，７００千円） 

（うち就学支援委員報酬分       ３２２千円） 

（うち適応指導教室事業等分    ７，１６４千円） 

（うち特別支援教育介助員分  １２５，５５９千円） 

（うち特別支援教育支援員分   １４，０８２千円） 

いじめ等対策事業                 ３００千円 

学校図書館いきいき推進事業         ３８，７０２千円 

学校づくりビジョン推進事業              ３４，０４５千円 

（うち体力向上事業          １８３千円） 

中学校給食事業              ２３３，０９８千円 

特別支援教育推進事業             ３，４８３千円 

学校人権教育推進事業             ２，０６０千円 

子ども人権文化創造事業            ４，２２９千円 



自己実現支援事業               ２，１６４千円 

地域による学力向上支援事業          １，５００千円 

 

⑶ 四日市ならではの地域資源を生かした教育の推進 

本市に生まれ育ったことに誇りと愛着をもつ「心豊かな“よっかいち人”」を育むため、

産業と環境、文化が調和するまち四日市ならではの地域資源を教育に生かした特長ある教

育を推進する。 

四日市独自の連携型小中一貫教育「学びの一体化」においては、一貫性・系統性のある

教育を一層推進するため、引き続き、２中学校校区を教育実践研究推進校区に指定し、教

育委員会との協働のもと実践研究を推進する。 

各学校に対しては、「学校づくりビジョン」の実現に向け、創意工夫ある教育活動や職場

体験活動、基礎学力を把握し、指導改善を一層進めるための標準学力検査の全校実施、地

域や家庭との協働による活動や土曜日等を活用した教育活動等を推進できるよう継続的に

支援する。また、小学校５年生及び中学校３年生が「四日市公害と環境未来館」を訪問し

て取り組む環境学習を中心とした総合的な学習を推進する。 

外国人幼児・児童・生徒の教育については、日本語指導や学校生活への適応指導、学力

補充、教育相談、進路保障等の充実を図るため、在籍校・園に適応指導員の配置を継続す

る。短期間で集中的な日本語の初期指導等を行うとともに、定住化により公立全日制高等

学校への進学希望者が増加していることに伴う進路保障に対応するため、教科の授業にお

ける日本語指導の充実をめざした研究を行う。 

また、地域とともにある学校づくりを推進するため、保護者及び地域住民等が学校運営

へ参画し、教育活動の充実のために協働する「四日市版コミュニティスクール」の指定校

を拡大し、その取り組みの充実を図る。 

さらに、高度なものづくり産業と連携した教育や、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）

との連携による「宇宙」を素材にした授業を行うとともに、「四日市こども科学セミナー」

を実施し、本市の産業立地の特徴を生かした様々な体験活動を通して、子どもたちの科学

への知的好奇心・探求心を高める。 

 

【主な事業】  学びの一体化推進事業            ３２，７００千円 

学校づくりビジョン推進事業              ３４，０４５千円 

外国人幼児児童生徒教育事業         ６０，５６７千円 

四日市版コミュニティスクール推進事業     ３，８７５千円 

大学及び企業等との連携による教師力向上事業  １，８９８千円 

（うち企業等との連携事業分      ６８４千円） 

四日市こども科学セミナー事業         ３，０７６千円 

 

⑷ 学校施設・設備等の整備 

校舎の改築整備については、笹川中学校の改築工事を進めるとともに、海蔵小学校の改

築工事の設計に着手する。また、良好な学習環境の確保と長寿命化を図る大規模改修につ

いては、富洲原小学校及び大池中学校の校舎、保々中学校の校舎および屋内運動場、三重



小学校の屋内運動場の工事を行うとともに、四郷小学校の校舎および屋内運動場の設計を

行う。さらに、平成２６～２７年度に実施した教育環境課題調査検討事業で抽出した大矢

知地区の教育環境課題を解決するとともに、朝明中学校の施設課題を解決するため、朝明

中学校の移転建替の基本構想を策定する。 

学習環境を改善するための空調設備については、小中学校の音楽室４６室（小学校３２

室、中学校１４室）への整備を行う。また、小中学校の普通教室への空調設備の整備に向

けて、事業手法等に関する調査・検討を行う。 

小学校における衛生管理強化のための給食室改修については、笹川東小学校の工事及び

三重北小学校の設計を行う。 

次に、災害対策として、災害時仮設トイレの便槽整備については、羽津中学校の公共下

水道接続工事にあわせ、不要となる浄化槽を便槽とするための整備を行うとともに、内部

小学校における下水道接続工事および便槽改修工事の設計を行う。 

学校施設の安全確保を図るため、地震により割れたガラスの飛散による危険を回避する

目的で、窓ガラスの飛散防止対策を小学校の特別教室において実施する。 

児童生徒の通学時の安全確保に向けては、通学路における交通安全施設の整備を引き続

き推進する。 

また、学習林機能の回復を図るため、塩浜小学校の学習林を整備する。 

 

【主な事業】 笹川中学校改築整備事業          ９９４，０００千円 

       海蔵小学校改築整備事業           ３５，２００千円 

小・中学校大規模改修事業         ５３２，０００千円 

教育環境課題解決方策策定事業         ５，０００千円 

空調設備整備事業             １５１，０００千円 

給食室改修事業               ４１，０００千円 

災害用汚水槽整備事業            ２０，７００千円 

窓ガラス飛散防止事業            ４０，０００千円 

通学路交通安全施設整備事業         ２４，２００千円 

学習林整備事業                ３，１５０千円 

 

 

２．文化財の整備・保存・活用 

国指定史跡久留倍官衙遺跡整備事業を進めるため、ガイダンス施設の展示造作とともに、

八脚門及び正殿跡の建設工事等の整備を行う。国指定天然記念物御池沼沢植物群落につい

ては、市民ボランティアとともに環境改善に取り組む。また、重要無形民俗文化財「鳥出

神社の鯨船行事」がユネスコ無形文化遺産に登録される見込みであることから、鯨船の展

示やビデオ制作など普及啓発を行う。さらに、市指定有形文化財（建造物）旧四郷出張所

周辺の街並みを活かして、ウォークラリーの開催や案内板作製を行い、町の活性化を図る。

また、修理等が必要となった指定文化財に対する補助を行う。 

国土交通省中部地方整備局からの委託を受け、一般国道１号北勢バイパス建設にかかる

埋蔵文化財発掘調査を行う。 



 

【主な事業】 久留倍官衙遺跡整備事業          １１９，５２６千円 

         天然記念物保存事業              ２，９９１千円 

ユネスコ無形文化遺産普及啓発事業       ３，８８６千円 

旧四郷出張所を中心とした街並み啓発事業    ２，１７０千円 

指定文化財保存事業費補助金          ２，２３２千円 

埋蔵文化財発掘調査受託事業         ３９，３４５千円 

 

 

３．図書館、博物館等の施策の充実 

図書館においては、子どもから高齢者まで、市民の多様なニーズに対応できる幅広い蔵

書の充実を図り、読書環境の向上に努める。また、郷土作家の著書、四日市地域に関する

郷土資料及び人権に関する図書・資料の収集も推進する。 

子どもの読書活動の推進においては、「まちの中に、より自然な形で子どもたちが本に親

しむ環境づくり」のため、「四日市まちじゅうこども図書館」として、今年度も引き続き、

市内全域に参加店舗等を募る。 

博物館においては、リニューアルから２年目を迎え、市民の創造性をより高めていける

よう、豊かな心を育むことや地域をより深く知ることのできる展覧会を開催する。プラネ

タリウムでは、世界最先端の設備機器の性能を活かすべく、職員の資質向上に努めるとと

もに、話題性のある番組を投映するなど、市民の宇宙への興味・関心を高めていく。また、

昨年度は８月に夜間開館を実施したが、平成２８年度は６月から毎週土曜日に、プラネタ

リウム夜間特別番組の投映やライブコンサートなどを実施する。 

 

【主な事業】  図書資料整備費・人権啓発拠点推進事業費   ２８，９２８千円 

四日市まちじゅうこども図書館事業         ５５０千円 

博物館特別展等開催費            ３５，２６６千円 

プラネタリウム投映事業            ２１，５８５千円 

夜間特別開館経費               ２，２７９千円 

 

 

４．スポーツの振興 

平成２８年度は、現行の「第２次四日市市スポーツ推進基本計画」の最終年度となるた

め、これまでのスポーツ施策を検証するとともに、スポーツを取り巻く環境の変化や新た

な課題などを踏まえ、「第３次四日市市スポーツ推進基本計画」を策定する。 

運動施設の整備については、平成３０年に開催予定の高校総体、平成３３年に開催予定

の「三重とこわか国体」に向け、霞ヶ浦緑地公園運動施設と中央緑地公園運動施設におい

て、スポーツ施設整備のための設計、下水管移設等の事前工事を進めるとともに、完成後

のスポーツ施設の活用に向けて、東京オリンピックの事前キャンプや大規模大会等の誘致

を行う。 

さらに、中央緑地陸上競技場において、第２種公認検定を継続するため、砂場増設等必



要な整備を行う。 

四日市市運動施設及び四日市ドームに加え、平成２６年度から市直営で管理していた桜

運動施設については、指定管理者制度によって利用者サービスの向上を図る。 

スポーツの振興については、市民がスポーツに関心を持ち、スポーツに親しむ機会を設

けるため、トップアスリートによるスポーツイベントやプロ野球ウエスタンリーグ公式戦

を実施する。加えて、市民がスポーツを通して「元気な四日市」を実感できるように、四

日市シティロードレース大会やウォーキング大会を開催する。 

 

【主な事業】  スポーツ推進基本計画策定事業         ２，５００千円 

霞ヶ浦緑地運動施設整備事業（国体関係）   ３４，５００千円 

中央緑地運動施設整備事業（国体関係）   ２２５，８００千円 

東京オリンピックキャンプ地等誘致事業     ４，０９０千円 

中央緑地運動施設整備事業          ４４，８００千円 

（うち第２種公認検定に基づく補修工事    ４２，９００千円） 

橋北交流会館整備事業（運動施設）      ４７，６００千円 

その他運動施設整備事業           １０，３８０千円 

四日市市運動施設指定管理者指定管理料   ２２２，４５０千円 

四日市ドーム指定管理者指定管理料      ６６，０９６千円 

桜運動施設指定管理者指定管理料        ８，１００千円 

スポーツイベント実施事業            ５，５００千円 

        少年スポーツ活動振興事業           ２，８６８千円 

 

 

（決算議会等の指摘に対する主な見直し事業） 

・途切れのない指導・支援事業（うち生徒指導・教育相談事業） 

児童生徒が抱える家庭に起因する福祉的な課題について、学校内外のケース検討会議等

の充実とともに学校や行政、地域や家庭との連携・仲介・調整を行いつつ、問題行動等の

未然防止・改善・解決を図るため、社会福祉士等のスクールソーシャルワーカーの派遣を

拡充する。 

 

・四日市版コミュニティスクール推進事業 

  地域とともにある学校づくりをより積極的に推進するため、コミュニティスクールの指

定校の拡大について、年３校ずつの拡大を平成２８年度については７校の拡大とする。 

 

・要保護準要保護生徒就学援助費 

  経済的理由等により就学困難な生徒が入学前の準備を円滑に進められるように、学用品

費について、これまでの５月支給から入学前の３月支給に前倒しする。 



（新）教育環境課題解決方策策定事業 

 

 

 

１．目的 

  大矢知地区の教育環境課題が依然解消されていない中で、その課題解決を図るとと

もに、朝明中学校の施設課題を解決するための手法として、朝明中学校の移転建替を

選定した。平成 28年度は、朝明中学校の移転建替のための基本構想を策定する。 

 

 

２．内容 

  基本構想策定業務 

・移転建替後の朝明中学校で取り組む教育内容 

・学校建設の基本方針（校地規模、立地場所の選定等） 

・学校建設整備スケジュールの検討       等 

 

 

３．予算額   ５，０００千円    （財源内訳）一般財源 ５，０００千円 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                 
担当 教育委員会 教育総務課

長谷川 

℡ ３５４－８２３７ 



学校英語教育充実事業 

 

１．目的 

国際感覚を身につけた豊かな心を持つ子どもを育成するとともに、子どもたちの体

験的理解を深めてコミュニケーション能力の素地や基礎を養うため、英語を母語とす

る指導員（英語指導員）の派遣等を行う。 

 

２．内容 

平成 28 年度に改訂予定の次期学習指導要領では、小学校 3・4 年生の外国語活動 年

間 35 時間（週 1 コマ）、小学校 5･6 年生の英語の教科化 年間 70 時間（週 2 コマ）と、

英語教育のさらなる充実が図られる見込みである。 

本市では、平成 30 年度から始まる移行期間、平成 32 年度の完全実施を円滑に迎え

るため、英語指導員の派遣や専科教員の配置等により指導体制を段階的に整備すると

ともに、効果的な指導方法等について先行研究する。 

（１）英語指導員の派遣 

①小学校・・・「聞く」「話す」活動を中心とした体験的な外国語活動 

・1～4 年生：各学級 年間 5 時間程度 ・5～6 年生：各学級 年間 25 時間程度 

②中学校・・・「聞く」「話す」「読む」「書く」という 4 技能の総合的な育成 

・各学級：年間 30 時間程度 

（２）教員の指導力向上のための研修講座の開設 

・英語指導員とのティームティーチングを効果的に行えるよう、実際のレッスン

プランの提案や、小中学校の連携を意識した研修を実施する。 

（３）四日市独自の小学校外国語活動カリキュラムの実践、普及 

・1～4 年生：系統性を意識した四日市市独自の年間 10 時間ずつのカリキュラム

について、効果的な活用法をＰＲし、さらなる普及を図る。 

（４）【拡充】英語専科教員の配置 

  ・次期学習指導要領に基づく英語教育の先行実施に向け、小学校外国語活動推進

校 2校に専科教員 1人を配置し、効果的な指導やモジュール学習の立案・実施に

ついて先行研究する。 

   平成 28 年度 小学校 2 校（1 人）、平成 29 年度以降 小学校 38 校（14 人程度） 

※モジュール学習…10 分、15 分などの時間を単位とする学習形態 

（５）標準学力検査ＣＲＴ（英語）の実施 

 

３．予算額    ８２，２０２千円   （財源内訳）その他特財 ７，０２３千円 

   （前年度 ７６，７６５千円）            （職員宿舎等使用料） 

                         一般財源 ７５，１７９千円 

 
担当 教育委員会 指導課 

 山路、田中 ℡ ３５４－８２５５ 



 

１．目的 

不登校、いじめや暴力行為等の問題行動への対応の充実、及びこれらの未然防止や

早期発見・解決に向けた学校の教育相談機能・体制の充実を図るため、専門的な知識・

経験を有する臨床心理士等の配置や派遣を行う。また、児童生徒が抱える家庭に起因

する福祉的・医療的な課題について、学校・行政・医療機関、地域や家庭と連携・仲

介・調整を行いつつ解決を図るための社会福祉士等の派遣の充実を行う。 

 

２．内容 

（１）スクールカウンセラーの配置 

臨床心理士の専門的な立場からの児童生徒及び保護者へのカウンセリング、教

職員への助言、専門機関との連携を図る。 

・ 市費の配置校：小学校 27校・年間 32週（前年度 27 校・年間 32週） 

（県費の配置校：小学校 11 校、中学校 22校） 

（２）ハートサポーターの派遣 

緊急を要するなど、学校から要請のある相談に対して、臨床心理士等を家庭や

学校へ派遣して、児童生徒及び保護者に直接面接してカウンセリングを行う。 

・【拡充】全小中学校を対象に年間 100 回派遣（前年度 70 回派遣） 

（３）スクールソーシャルワーカーの派遣 

社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者を家庭

や学校、各関係機関に派遣し、学校・行政・医療、地域や家庭と連携・仲介・

調整を行いつつ解決を図る。 

   ・【拡充】全小中学校を対象に年間 200時間派遣（前年度 50時間派遣） 

（４）生徒指導上の対策支援 

不登校、いじめや暴力行為等の未然防止、早期発見、早期対応のために、学級

満足度調査（Q-U 調査）を行う。また、児童虐待や緊急扶助、専門機関等から

の助言等が必要な児童生徒がいる学校への支援を行う。 

 

３．予算額  ３１，３６１千円   （財源内訳）一般財源  ３１，３６１千円 

 （前年度  ３０，４６１千円） 

 

 

 

生徒指導・教育相談事業 【地方創生】 
～途切れのない指導・支援事業～ 

担当 教育委員会 指導課 

   髙橋 

   ℡ ３５４－８２５６ 



 

（新）中学生スピーチコンテスト開催事業 
－ＴＨＥ ＢＥＮＲＯＮ－ 

 

 

１．目的 

平成 27年 11月策定の四日市市教育大綱に掲げる５つの理念のうち、「社会人に

なっても通用する問題解決能力の養成」において、子どもたちが、得た知識を活用

して、自ら考え、他者と議論し、解決方法を見つけていく力が大切であると位置付

けていることを受け、子どもたちが今日的な社会状況について自分の考えや思いを

表現し、他者に伝える力を育成する機会として、中学生スピーチコンテストを開催

する。 

 

 

２．内容 

○中学生スピーチコンテスト－ＴＨＥ ＢＥＮＲＯＮ－の実施 

 市内中学校から推薦を受けた中学生（各校１人）が 400 字詰め原稿用紙４

枚程度のスピーチを行う。 

 最優秀賞１人、優秀賞２人、優良賞３人を表彰する。 

 併せて、本市で育ち、全国的に活躍する先輩による講演会を実施し、より

よいスピーチのあり方として参考にするとともに、子どもたちが将来を思い

描く機会のひとつとする。 

 

日時：平成28年８月20日（土）午後（予定） 

場所：総合会館８階 視聴覚センター（予定） 

 

 

３．予算額    ３００千円   （財源内訳）一般財源   ３００千円 

 

 

 

担当 教育委員会 指導課 

金山 

℡ ３５４－８２５５ 



（新）海蔵小学校改築整備事業 

 

 

１．目的 

ベランダ形式校舎である海蔵小学校の学習環境の充実・改善を図るため、改築整備を実

施する。 

 

２．内容 

海蔵小学校の校舎の一部については、屋内廊下が無く、ベランダを廊下として使用してい

るベランダ形式校舎であり、教室間の段差によるバリアフリーの問題や便所の配置等、機能

面におけるさまざまな課題がある。改築によらなければこれら課題を解消できないことから、

改築整備を行い、学習環境の充実・改善を図る。 

 

○海蔵小学校改築整備事業 

・設計業務委託（平成 28～29年度） 

   ・地質調査業務委託（平成 28年度） 

   ・改築工事（平成 30～32年度） 

     新校舎改築 鉄筋コンクリート造 ４階建 5,743.11㎡ 

        普通教室 26室、昇降口、図書室、パソコン室、校長室、職員室、会議室、

相談室、給食室等 

渡り廊下改築 鉄骨造平屋建 

     グランド整備 運動場用地約 8,000㎡ 

   ・仮設校舎リース（平成 29～32年度） 

 

３．予算額    ３５，２００千円  （財源内訳）一般財源   ３５，２００千円 

 

４．債務負担行為 

   海蔵小学校改築整備工事設計業務委託 

    限度額  ７３，６７６千円    （総事業費）１０８，８７６千円 

    期間   平成２８年度から平成２９年度まで 

 

５．参考 

○ベランダ形式校舎の改築整備 

 河原田小学校（H24完了）、富田中学校（H26完了） 

 笹川中学校（H25～26設計、H27～29工事）、海蔵小学校（H28～29設計、H30～32工事） 

 高花平小学校（予定） 



○事業予定（海蔵小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業計画（海蔵小学校） 

 

担当 教育委員会 教育施設課 

   江川 

   ℡ ３５４－８２４５ 

 

 
仮設校舎リース  延 約3,400 ㎡ 
（職員室、校長室、管理諸室、給食
室、普通教室、パソコン室等） 

 

RC造４階建  延 約5,800㎡ 
渡り廊下（体育館） 
 
既設校舎解体 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

基本設計 実施設計

計画通知

発注

準備 （総合評価）

議会承認

本体工事（17ヶ月）

発注 解体工事 準備 運動場復旧工事

 引越し 引越し

設計・

発注 計画通知 仮設校舎建設 仮設校舎リース期間 仮設校舎解体

Ｈ31年度Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ32年度

仮契約

工事公告

契約

地質調査

 



笹川中学校改築整備事業 

 

１．目的 

ベランダ形式校舎である笹川中学校の学習環境の充実・改善を図るため、改築整備を実

施する。 

 

２．内容 

笹川中学校の校舎の一部については、屋内廊下が無く、ベランダを廊下として使用してい

るベランダ形式校舎であり、教室間の段差によるバリアフリーの問題や便所の配置等、機能

面におけるさまざまな課題がある。改築によらなければこれら課題を解消できないことから、

改築整備を行い、学習環境の充実・改善を図る。 

 

  ○笹川中学校改築整備事業 

   ・改築工事（平成 27～29年度） 

     新校舎改築 鉄筋コンクリート造４階建て 5,031㎡ 

      普通教室 18室、特別支援教室、図書室、美術室、パソコン室、音楽室、理科室、

多目的室、校長室、職員室、保健室、会議室等 

     技術教室改築 鉄骨造平屋建 288㎡ 

     グランド整備 

     ※全体事業費：１，６４１，８００千円（平成 27～29年度） 

 

３．予算額  ９９４，０００千円  （財源内訳）国庫支出金   ８３，４１４千円 

 （前年度  ２０３，２００千円）        市 債  ６０５，２００千円 

                        一般財源  ３０５，３８６千円 

 

○事業予定（笹川中学校） 

 
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

発注（総合評価）

　　準備

議会承認

本体工事（15ヶ月）

　引越し

解体工事

技術室棟改築　

特別教室改修

　運動場・外構整備

Ｈ28年度Ｈ27年度 Ｈ29年度

部分検査
事前使用

仮契約

工事公告
6/初

契約

 

 



○事業計画（笹川中学校） 

 

 

担当 教育委員会 教育施設課 

   江川 

   ℡ ３５４－８２４５ 



 

空調設備整備事業 

 

１．目的 

良好な学習環境整備のため、すべての児童生徒が使用できる特別教室（音楽室 46 室）

に空調設備を整備する。 

また、普通教室への空調設備の整備に向けた調査検討を行う。 

 

２．内容 

○小・中学校の音楽室への空調設備整備工事 

   ・音楽室 46室（小学校 32室、中学校 14室）に空調設備を設置する。 

  ○【拡充】普通教室への空調設備の整備における事業手法等の調査検討 

 

３．予算額  １５１，０００千円  （財源内訳）国庫支出金  ３３，２０４千円 

 （前年度  ２０７，３００千円）       一 般 財 源 １１７，７９６千円 

 

 

 

  平成 28年度 特別教室空調設備整備工事工程 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

公告日 
 

           

入札期間  
 

          

工事期間   
 

         

 

 

担当 教育委員会 教育施設課 

    江川 

    ℡ ３５４－８２４５ 



 

（新）ユネスコ無形文化遺産普及啓発事業【地方創生】 

 

 

１．目的 

平成２８年１１月に「鳥出神社の鯨船行事」が「山・鉾・屋台行事」としてユ

ネスコ無形文化遺産への登録が見込まれており、登録を機に広く市内外に情報発

信する。また、市民共通の無形文化遺産として誇りを持ち、市民により親しんで

もらい、文化遺産を大切に継承する心を涵養するとともに、四日市市のイメージ

を「豊かな文化財の残るまち」として発信する。 

 

 

２．内容 

（１）横断幕・懸垂幕の掲示 

登録を広く市民に知ってもらうために、市内適所に横断幕や懸垂幕を掲示し、

ＰＲを行う。 

 

（２）シンポジウムの開催 

鯨船行事に関するシンポジウムを開催し、鯨船行事に関する知見を深めるとと

もに、各地区に伝わる無形文化遺産に関しても思いを致す契機とする。 

 

（３）パンフレット（日本語版・英語版・中国語版）、ＤＶＤの作成 

登録されたことを周知するためのパンフレットを日本語版・英語版・中国語版

で作成するとともに、周知のためのＤＶＤを作成する。 

 

（４）鯨船山車の展示 

登録されたことを周知するために、鯨船山車１艘を市内のショッピングセンタ

ーで展示する。 

 

（５）ガイドツアーの実施 

ユネスコ無形文化遺産への登録を前提として、８月１５日に開催される鯨船行

事等を観覧するツアーを開催し、市内の伝統的文化行事を発信するとともに、

改めて登録申請されていることをＰＲする。 

 

 

３．予算額   ３，８８６千円  （財源内訳）一般財源  ３，８８６千円 

 

 
担当 教育委員会 社会教育課 

堀越 

℡３５４‐８２４０  



 

（新）旧四郷出張所を中心とした街並み啓発事業【地方創生】 

 

 

１．目的 

 有形無形の文化財や歴史的景観の多く残る旧四郷出張所周辺地域は、かつて四郷

ふるさとの道整備事業で散策路やトイレ・駐車場の便益施設等が整備された。この

地区の地域資源が改めて四日市市にとって貴重なものであることを見つめ直し、市

内外に周知するとともに、案内板の設置やパンフレットの作成などを行うことによ

って地域の散策やイベントの開催に資するよう整備する。 

 また、四日市あすなろう鉄道の利用促進と併せて、地域への人の出入りを活性化

させ、人と文化と景観が調和したまちづくりのための一助とする。 

 

２．内容 

（１）案内板の設置（1か所 西日野駅前） 

地域全体の把握と個々の位置の確認できるような趣きのある案内板を設置する。 

 

（２）道標（路面埋め込み式）の設置（3か所 日野神社、旧四郷出張所付近ほか） 

数多く所在する寺院や神社、歴史的建造物へ誘導するため、路面埋設式の道標の

更新・増設を行う。 

 

（３）説明板の設置（５か所 旧四郷出張所、日野神社、吉田神社ほか） 

  寺院や神社、歴史的建造物の概要を記した説明板を設置する。 

 

（４）パンフレットの作成 

 四郷ふるさとの道のルートや、寺院や神社、歴史的建造物、民俗行事等について

説明したパンフレットを作成する。 

 

（５）ウォークラリーの開催 

 四日市あすなろう鉄道で移動後、西日野駅を始点とし、西に向かって寺院や神

社、歴史的建造物、風致地区内の拠点を訪れ、地区の魅力を体感するウォークラ

リーを行う。 

 

３．予算額   ２，１７０千円    （財源内訳）一般財源 ２，１７０千円 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 社会教育課 

五十棲 

℡３５４－８２４０  



霞ヶ浦緑地運動施設整備事業（国体関係） 

 

１．目的 

平成３０年の高校総体、平成３３年の「三重とこわか国体」開催に向け、霞ヶ浦 

緑地公園運動施設に整備予定であるテニスコートの設計を行う。 

 

２．内容 

霞ヶ浦緑地公園運動施設設計業務委託 

霞ケ浦緑地公園運動施設内にテニスコート（１６面）を整備するための設計を行う。 

 

３．予算額   ３４，５００千円  （財源内訳）国庫支出金  １７，０００千円 

（前年度   ２１，６００千円）       その他特財  １７，５００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金） 

 

 

 
 

 

 

 

担当 教育委員会 スポーツ課 

大本 

℡ ３５４－８３６７ 

（霞ケ浦緑地の整備計画図） 



中央緑地運動施設整備事業（国体関係） 

 

１．目的 

平成３０年の高校総体、平成３３年の「三重とこわか国体」開催に向け、中央緑地

公園に整備予定であるスポーツ施設（体育館、サッカー場）の設計等を行う。 

 

２．内容 

(１) 中央緑地公園運動施設設計業務委託     事業費 １４０，２００千円 

中央緑地に新体育館と３面のサッカー場、クラブハウス等を整備するための設

計を行う 

(２) ＥＣＩ方式導入事業費            事業費  ２９，６００千円 

中央緑地体育館設計における施工候補者の設計検討業務委託費、事業推進体制

強化のための技術支援や学識経験者の配置経費等                

(３) 中央緑地運動施設整備に伴う事前工事    事業費  ５６，０００千円 

中央緑地水泳競技場解体工事等  

 

３．予算額   ２２５，８００千円 （財源内訳）国庫支出金  ７０，０００千円 

（前年度     ４５，４００千円）      その他特財 １５５，８００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金） 

 

４．債務負担行為 

   中央緑地公園下水管移設工事 

限度額 １２０，０００千円  （総事業費）１２０，０００千円 

   期間  平成２８年度から平成２９年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 スポーツ課 

大本 

℡ ３５４－８３６７ 

（中央緑地公園の整備計画図） 



（新）東京オリンピックキャンプ地等誘致事業【地方創生】 

 

 

１．目的 

平成３０年の高校総体、平成３３年の「三重とこわか国体」の開催に向け、体育館、

テニス場等のスポーツ施設を整備する。これらの施設の活用を見据え、東京オリンピ

ックの事前キャンプや、全国大会・プロスポーツ大会の誘致を行う。 

 

２．内容 

（１）国際体操連盟総会ＰＲブース出展 

 平成２８年１０月に国際体操連盟の総会が東京で開催されることを受け、日本体

操連盟が総会会場において、東京オリンピックのキャンプ地誘致を希望する自治体

向けにブースの設置を予定していることから、その会場において地元関係者と協力

しＰＲ活動を行う。 

 

（２）各競技団体の全国組織への誘致活動 

平成３０年の高校総体に向けて整備するテニスコート・サッカー場を活用した全

国大会・国際大会の誘致活動を行う。また、平成３２年度の体育館完成後を見据え

て、体育館を活用できるプロスポーツ（バスケットボール・バレーボール）の誘致

活動を行う。 

 

３．予算額   ４，０９０千円   （財源内訳）一般財源   ４，０９０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 スポーツ課 

大本 

℡ ３５４－８４２９ 



消 防 本 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

 あらゆる災害から市民の生命と財産を守るため、消防力の強化・消防救急体

制の充実を図る。 

 このことから、災害時における初動体制の強化に向け、本市の南部及び北部

地域に新消防分署を設置するための整備を進めるとともに、中消防署中央分署

に設置した新消防指令センターの共同運用や老朽化した消防車両の更新を行う。 

また、救急活動における救命率の向上を目指して、市立四日市病院に設置し

た救急ワークステーションでの研修を充実させるとともに、計画的な救急救命

士の養成を行うなど、救急業務の高度化を推進する。 

一方、火災予防対策の強化や地域防災力の充実を図るため、石油コンビナー

ト事業所等への立入検査や防火安全指導を強化するとともに、地域防災活動の

中核となる消防団施設の充実や耐震性貯水槽の整備を行う。 

さらに、伊勢志摩サミットの開催にあたり、管内の警戒体制を強化するとと

もに、応援消防部隊をサミット会場へ派遣する。 

 

１．新消防分署の整備について 

消防車及び救急車の現場到着時間の短縮に向け、本市の南部及び北部地域

に新消防分署を設置するため、平成 28年度は（仮称）南部消防分署の庁舎建

築工事及び車両購入（消防ポンプ自動車 1 台、高規格救急自動車 1 台）を行

うとともに、拠点防災倉庫を併設した（仮称）北部消防分署の庁舎建築設計

及び造成工事を行う。 

 

【主な事業】 新消防分署整備事業         ４８６，４４４千円 

 

２．消防車両の整備について 

  老朽化した消防車両（４台）を、更新計画に基づき最新型の消防車両に更

新するとともに、中消防署のはしご付消防自動車のオーバーホールを行う。 

  ・水槽付消防ポンプ自動車 １台 【南消防署】 

 ・高規格救急自動車 ２台【北消防署朝日川越分署、南消防署西南出張所】 

 ・乗用車 １台【消防本部総務課】 

・はしご付消防自動車オーバーホール【中消防署】 

 

【主な事業】 消防車両更新事業           ９０，０１９千円 

はしご付消防自動車オーバーホール事業 ４０，０００千円 



３．消防団施設の充実について 

地域防災活動における中核的な役割を果たす消防団の活動拠点を整備する

ため、老朽化した消防分団車庫の改築等を行う。 

・日永分団車庫（改築工事）  

・橋北分団車庫（設計業務委託） 

 

【主な事業】 分団等整備事業            ３２，１００千円 

 

４．消防指令センターの共同運用について 

消防救急無線のデジタル化に併せて、中消防署中央分署に設置した四日市

市、桑名市及び菰野町の３消防本部による新消防指令センター（名称：三重

北消防指令センター）の円滑な共同運用を行う。 

 

【主な事業】 消防指令センター共同運用事業     １５，０３０千円 

 

５．救急業務の高度化について 

市立四日市病院の救命救急センターに設置した救急ワークステーションで

の研修を充実させるとともに、全ての救急車に救急救命士が１名以上乗車す

る体制を確立するため、３名の救急救命士を養成する。 

 

【主な事業】 救急ワークステーション事業          ５４３千円 

救急救命士養成事業            ７，４５０千円 

 

６．火災予防対策について  

  火災予防対策の強化に向け、コンビナート事業所や防火対象物等への立入

検査や防火安全指導を強化するとともに、市民の防火意識の高揚を図るため、

火災予防運動などの啓発活動を実施する。 

 

【主な事業】 火災予防関係事業活動費         １，６０３千円 

 

７．耐震性貯水槽の整備について 

大規模災害時における消防水利を確保するため、地下式の耐震性貯水槽を 

２箇所（別名四丁目、六名町）整備する。 

 

【主な事業】 耐震性貯水槽整備事業         ２７，２５０千円 

 

 



８．サミット消防特別警戒について  

  平成 28 年５月 26 日、27 日に開催される伊勢志摩サミットの消防特別警戒

のため、テロ対策等の必要な資機材を整備するとともに、応援消防部隊(消防

車両４台、人員 48名)をサミット会場へ派遣する。 

 

【主な事業】 サミット消防特別警戒対策費       ７，１９２千円 



 

 

１．目的 

  地域の消防防災活動拠点である消防分団車庫のうち、経年により老朽化の著しい消

防分団車庫について整備を行う。 

 

２．内容 

（１）改築工事 

 ア 日永分団車庫 

    昭和５４年度に建築、築後３６年が経過し、老朽化が進むとともに、消防車

が公道へ円滑に出動できる対策として、現在の東向き車庫を解体撤去し、同場

所に南向き車庫を設置する。 

 

○現在の車庫の概要 

・建築年月：昭和５５年３月 

・建築構造：鉄骨造 平屋建（東向き） 

・建築面積：延べ 56.96㎡ 

（車庫 27㎡、詰所 29.96㎡） 

 

 

 

 

○新たに設置する車庫の概要 

・建築構造：鉄骨造 ２階建（南向き） 

・建築面積：延べ約 80㎡ 

      （1階車庫 40㎡、2階詰所 40㎡） 

 

 

 

  

 

（２）設計業務委託 

   ア 橋北分団車庫 

     昭和５５年度に建築、築後３５年が経過し、老朽化が進んでいることから、

改築等に向けた設計を行う。 

 

３．予算額 ３２，１００千円     （財源内訳） 一般財源 ３２，１００千円 

 （前年度 ５９，５００千円） 

分団等整備事業 

 

担当 消防本部 総務課 

江 藤 

   ℡ ３５６－２００３ 

N 

 
 

 

笹川通り 

（東） 

（南） 

日永地区 

市民ｾﾝﾀｰ 
分団 

車庫 



担当 消防本部 総務課 

   江 藤 

   TEL ３５６－２００３ 

 

１．目的 

  消防車及び救急車の現場到着時間の短縮に向け、本市の南部及び北部地域に新消防

分署を設置する。 

 

２．内容 

（１）事業概要 

 （仮称）南部消防分署の庁舎建築工事及び車両購入を行うとともに、拠点防災倉

庫を併設した（仮称）北部消防分署の庁舎建築設計及び造成工事を行う。 

 

（２）整備スケジュール 

 

（３）(仮称）南部消防分署について 

  ア 整備場所 四日市市大字泊村字西奥４１８４番地３ 

イ 事業費 

○ 庁舎建築工事費（庁用備品購入費を含む）            ２４３，３００千円 

○ 建築工事監理業務委託費                         ７，７００千円 

    ○ 車両購入費（消防ポンプ自動車 1 台・高規格救急自動車 1 台） ５５，４４４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（仮称）北部消防分署について 

ア 整備場所 四日市市中村町地内（四日市東 IC 周辺、三重県広域防災拠点内） 

イ 事業費 

○ 庁舎建築設計業務委託費                 ３５，０００千円 

    ○ 造成工事費                    １４５，０００千円 

 

３．予算額 ４８６，４４４千円   （財源内訳）県支出金   ３９，５００千円 

（前年度 １４２，５５４千円）              市債    ２３６，５００千円 

                       その他特財  ４０，０００千円 

（新消防分署整備事業費負担金）                         

                     一般財源  １７０，４４４千円 

施 設 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

(仮称)南部消防分署 
 

 

  

開署 

 

(仮称)北部消防分署 
 

 

   

開署 

新消防分署整備事業 

 

◎(仮称)南部消防分署の概要 

・敷地面積：約２，０００㎡ 

・建物構造：鉄骨造２階建 

・建物面積：延べ約５８３㎡ 

・建物用途：消防車庫、事務所、会議室

仮眠室、食堂等 

・配置車両：消防車１台、救急車１台 

予備消防車等 

建築設計 

造成設計・造成工事 

建築工事 

造成設計 

建築設計 

造成工事 

建築工事 



はしご付消防自動車 

 
 

 

１．目的 

  火災・救助・救急等の各種災害に迅速かつ的確に対応するため、消防車両更新計画

に基づき、車両の更新及び整備を行う。 

 

２．内容 

（１）消防車両更新事業 

○水槽付消防ポンプ自動車 １台【南消防署】 

平成 1６年度に配備した南消防署の水槽付消防 

ポンプ自動車を老朽化により更新する。 

水槽（容量２，０００リットル）及び消火泡圧 

縮吐出装置（ＣＡＦＳ装置）を装備し、消火能力 

の向上を図る。 

 

 

 ○高規格救急自動車 ２台【北消防署朝日川越分署】【南消防署西南出張所】 

   平成２０年度に配備した北消防署朝日川越分署 

及び平成２１年度に配備した南消防署西南出張所 

の高規格救急自動車を老朽化により更新する。 

高度救命用資機材を積載し、救命率の向上を図 

る。 

 

 ○乗用車 １台【消防本部総務課】 

   平成１３年度に配備した消防本部総務課の乗用 

車を老朽化により更新する。 

 

 

（２）消防車両整備事業 

○はしご付消防自動車のオーバーホール【中消防署】 

消防用車両の安全基準（日本消防検定協会）に 

定めるオーバーホールの基準により、車両運用開 

始（平成２１年度配備）から７年目を迎えるため、 

分解、点検、部品交換等の整備を行う。 

 

 

 

 

３．予算額 １３０，０１９千円   （財源内訳）県支出金   ５５，５００千円 

 （前年度 １１９，６５４千円）        その他特財  ２１，０６３千円 
                         （朝日、川越二町消防事務受託費） 

一般財源   ５３，４５６千円 

                        

                         担当 消防本部 総務課 

   江 藤 

   TEL ３５６－２００３ 

消防車両整備事業 

 

水槽付消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 



  

上 下 水 道 局 
 

新年度予算における基本的な方針 

水道及び下水道は、市民生活に直結する重要なライフラインであり、市民に

信頼される上下水道を目指し、計画的に施設整備・更新等を進めるとともに適

正な維持管理に努める。 

水道事業は、節水型社会への移行等により水需要が減少傾向の中、経営の一

層の効率化を図りながら「安全・安定給水」をより確実なものにするため、第

２期水道施設整備計画に基づき、基幹施設の耐震化及び経年施設の更新等に努

める。 

生活排水対策については、「水洗化による生活環境の向上」及び「川や海な

どの公共用水域の水質保全」を全市的に進めるため、平成 27 年度に見直しを

行った四日市市生活排水処理施設整備計画（アクションプログラム）に基づき、

公共下水道汚水対策事業の推進と施設の適正な維持管理に努めるとともに、合

併浄化槽の普及と適正維持管理の促進を図る。 

また、「雨に強いまちづくり」を進めるため、総合的な治水対策の一環とし

て、公共下水道雨水対策事業を行う。 

 

 

水 道 事 業 

将来にわたって安全安心な良質の水道水を安定して供給していくため、第２

期水道施設整備計画に基づき、基幹管路や配水池等基幹施設の耐震化事業並び

に経年管及び経年施設の更新事業を推進する。また、高度浄水処理施設の整備

にも取り組む。 

【主な事業】 第２期水道施設整備事業          2,438,878千円 

・高度浄水処理施設整備事業 

（除マンガン施設整備） 

・基幹施設耐震化事業 

（導送水管・配水本管布設替、水管橋耐震、配水池更新） 

・経年管布設替事業 

・経年施設更新事業 

 

 

 

 

 



  

 

下 水 道 事 業 

１．汚水対策事業について 

生活環境の向上や川・海などの公共用水域の水質保全を図るため、見直し後

の四日市市生活排水処理施設整備計画（アクションプログラム）に基づき面整

備を進めるとともに、施設の耐震化及び長寿命化に取り組み、適切な維持管理

を行う。 

【主な事業】 公共下水道事業              3,262,000千円 

・管渠整備（各地区における面整備） 

・施設更新（重要幹線管更生、既存施設更新） 

 

２．雨水対策事業について 

市街化区域の集中豪雨等による浸水防除を図るため、雨水排水施設の整備を

推進するとともに、施設の耐震化及び長寿命化に取り組み、適切な維持管理を

行う。 

【主な事業】 公共下水道事業              3,563,000千円 

・浜田通り貯留管整備 

・新南五味塚ポンプ場整備 

・吉崎ポンプ場整備 

・雨池ポンプ場、納屋ポンプ場施設更新 

 

 

 

 

農 業 集 落 排 水 事 業 

農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、施設の適切

な維持管理を行うとともに、国から示された「公共施設等総合管理計画」の個

別施設計画にあたる「最適整備構想」策定に向けて機能診断を行う。 

【主な事業】 施設維持管理（１２地区）          157,470千円 

施設機能診断（施設老朽度実態調査）      21,200千円 

 

 

 

 

 

 



  

 

コミニティ・プラント事業 

生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、施設の適切な維持管理

を行う。 

【主な事業】 施設維持管理（２地区）           56,389千円 

 

 

 

合 併 浄 化 槽 事 業 

公共下水道等が整備されていない地域において、個人が合併浄化槽を設置し

た場合及び合併浄化槽を適正に管理し法定検査に合格した場合に、補助金を交

付することで生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る。 

【主な事業】 合併浄化槽整備促進事業            78,600千円 

合併浄化槽水質浄化促進事業          60,100千円 

 



 

 

 

１．目的 

      東南海・南海トラフを震源とする巨大地震の発生が懸念されているが、市民の飲料水

備蓄は進んでいない状況にある。 

四日市の水道の安全性やおいしさをＰＲするため製造しているペットボトル製の「泗

水の里」に加え、長期保存に適したアルミニウム製の「泗水の里」を新たに製造するこ

とで、市民や事業所における災害時用飲料水の備蓄に資する。 

 

２．内容 

      四日市のおいしい天然水「泗水の里」の長期保存用アルミ缶（丸型プルトップ）を製

造し、災害時用の備蓄飲料水として市民等に販売する。 

 

 

 

 

 

 

 

※アルミ缶７２,０００本のうち、４３,８００本は市の備蓄用（アルファ米調理  

用）として活用予定。 

   

＜参考＞ 

   ○地震・災害に備えた飲料水の備蓄率（平成２７年水道アンケートより） 

      ５４．４％ 

 

３．予算額   ５，４００ 千円  （財源内訳）自己財源 ５，４００ 千円 

 

 

  

 

担当 上下水道局総務課 

      芝田  

℡ ３５４－８３５０ 

 

区   分 アルミ缶 ペットボトル 

容   量 ５００ml ５００ml 

賞味期限 ７年 ２年 

販売単価 ７５円 ７５円 

製造本数 ※７２,０００本 １７,０００本 

 

水道事業会計 

（新）災害時用飲料水備蓄推進事業 

 



取水井名 マンガン濃度 マンガン濃度

 朝明1号、2号、3号井  0.01～0.03㎎/L

 朝明4号井(休止中）  0.300㎎/L

（水質基準値：0.05㎎/L 以下）

0.01㎎/L 以下
現 状 処理後

 

 

 

１．目 的 

  朝明水源系は、マンガン濃度が高い傾向にあるため、高度浄水処理施設を導入しマン

ガン濃度の低減化を行う。また、現在休止している朝明４号井からの取水を再開して自

己水源を確保し、将来にわたって安全な水を安定的に供給する。 

 

２．内 容 

 平成 30年度の施設稼働を目指し、平成 28～29年度の債務負担行為により高度浄水処

理施設（除マンガン施設）の建設を行う。 

(1)処理能力 

 

 

 

 

 

 

(2)処理水量 12,400m3/日 

 (3)処理施設 マンガン砂ろ過設備（φ3.0m×H4.8m 4 基） 

洗浄排水池       （4m×8m×4.1m  2 池） 

天日乾燥床       （4m×3m×0.2m  4 池） など 

  

３．予算額  ３２２，０００千円  （財源内訳）企業債    ９６，０００千円 

                        自己財源  ２２６，０００千円 

（全体事業費 ６４４，０００千円） 

 

       

      

    

 

                                            . 

                                             

担当 上下水道局施設課 

      中野 

℡ ３５４－８３６４ 

○八郷地区市民センター 

朝明水源地 

(除マンガン施設設置箇所)  

 

○八郷小学校 

水道事業会計 

高 度 浄 水 処 理 施 設 整 備 事 業 

 



 

 

 

 

１．目的 

  大規模地震に備え、断水等の被害を最小限に抑え、非常時における市民生活への影

響を低減するため、主要施設の耐震化を図る。 

   

２．内容 

  ○基幹管路耐震化工事                ５００，０００千円 

導水管、送水管及び口径 300mm以上の配水管について、優先度の高い 

管路の耐震化を計画的に進める。 
        

整備口径・延長：φ300～600 L=3,000m 

      主な整備箇所：千代田町、平津町、大字羽津、生桑町、小古曽 

   

  ○水管橋耐震化工事                 １００，０００千円 

     早急に対策が必要な 2橋の水管橋について、耐震化を実施する。 
          

      ・朝 明 川 水 管 橋 

      ・鈴鹿川派川水管橋：平成 28～29年度（債務負担） 

    

  ○配水池等耐震化工事                ３３０，０００千円 

     これまで、耐震性能の低い配水池 18池について、耐震化を進め、 

平成 26年度までに、17池が完了しており、引き続き、残りの山ノ手配水池 

（１号池）について更新工事を実施する。 

     また、取水井 2箇所について、耐震化を実施する。 
       

      ・山ノ手配水池：平成 27～28 年度（債務負担） 

      ・取 水 井：小牧 1号井、三滝西 4号井 

       

３．予算額   ９３０，０００千円 （財源内訳）企業債   ２７９，０００千円 

（前年度   ６５７，０００千円）      自己財源  ６５１，０００千円 

 

担当 上下水道局水道建設課 

      生川 

℡ ３５４－８３６２ 

水道事業会計 

水 道 基 幹 施 設 耐 震 化 事 業 

 



 

 

 

 

 

１．目的 

生活環境の向上及び川や海などの公共用水域の水質保全を図るために、公共下水

道（汚水）施設を計画的に整備する。 

 

 

２．内容 

①管渠整備      １，９４０，７００ 千円 

各地区において計画的に推進してきた汚水管渠の整備（面的な整備）を引 

き続き進める。 

整備地区：羽津、下野、大矢知、八郷、三重、神前、川島、桜、常磐、 

日永、四郷、内部、河原田、楠（L=21.0㎞） 

 

②施設更新      １，３２１，３００ 千円 

耐震対策及び長寿命化対策として重要幹線の管渠更生工事を行うほか、日 

永浄化センター第 2系統をはじめとする既存施設の更新を図る。 

重要幹線：小古曽汚水１号幹線、納屋２号支線 

既存施設：日永浄化ｾﾝﾀｰ第２系統、第３系統、高砂ポンプ場 等 

 

 

３．予算額 ３，２６２，０００千円（財源内訳） 国庫補助金   ８８０，９９４千円 

 （前年度 ２，９９４，０００千円）      企業債   ２，１３４，９００千円 

                        自己財源    ２４６，１０６千円 

 

 

 

 

担当 上下水道局下水建設課 

               山田 

            施設課 

               中野 

℡ ３５４－８２２４ 

下水道事業会計 

公共下水道汚水対策事業 

 



 

 

 

１．目的 

      市街化区域の浸水被害の防除を図り雨に強いまちづくりを進める。 

 

２．内容 

・浜田通り貯留管   測量調査詳細設計、用地取得         120,000千円 

 

・新南五味塚ポンプ場 建築工事、設備工事             909,000千円 

 

・吉崎ポンプ場     下部土木工事（躯体工）       1,170,000千円 

放流渠工事、建築工事        

 

・施設更新      雨池ポンプ場、納屋ポンプ場等      1,364,000千円 

 

３．予算額     3,563,000千円  （財源内訳）国庫補助金  1,548,346千円 

（前年度 2,692,000千円）       企業債    1,676,100千円 

自己財源     338,554千円 

 

 

 

 

 

                                           

担当 上下水道局下水建設課  山田 

         施設課  中野 

        ℡ ３５４－８２２４ 

浜田通り貯留管位置図 

下水道事業会計 

公共下水道雨水対策事業 

 



 

 

１．目 的 

  農村集落の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る。 

 

 

２．内 容 

平成２７年度に供用を開始した水沢東部地区、和無田地区を含めた１２地区において、

施設の適切な維持管理を行う。 

なお、国から示された「公共施設等総合管理計画」の個別施設計画にあたる「最適整

備構想」策定に向けて機能診断を行う。           ２１，２００千円 

機能診断実施施設：県、小牧南、狭間、水沢東、水沢野田、堂ヶ山、 

北小松、鹿間、水沢中部、小西 

 

 

３．予算額  ３２７，０００千円 （財源内訳）県支出金   ２０，０００千円 

（前年度  ３１５，９００千円）      その他特財  ９４，８１２千円 

(農業集落排水施設使用料 等) 

一般財源  ２１２，１８８千円 

 

＜参考＞ 

施設名（地区） 県 小牧南 狭間 水沢東 水沢野田 堂ヶ山 

供用開始年度 S54 H5 H7 H10 H10 H11 

施設名（地区） 北小松 鹿間 水沢中部 小西 水沢東部 和無田 

供用開始年度 H12 H13 H19 H20 H27 H27 

 

 

 

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 

担当 上下水道局経営企画課 

松久 

℡ ３５４－８３６９ 

施設課 

中野 

℡ ３５４－８３６４ 



市 立 四 日 市 病 院 

 

新年度予算における基本的な方針 

急性期医療を担う北勢地域の中核病院として、地域住民、患者に信頼される

病院であり続けるため「第二次市立四日市病院中期経営計画」（平成 25～29年

度）に基づき、診療機能の充実と安定的な経営体制の確立を図りながら、良質

な医療の提供や地域医療を推進していく。 

当院は、新病棟増築・既設改修事業を終え、平成 27 年度から高度ながん治

療が可能となる高精度放射線治療棟の増築工事を進めている。平成 29 年４月

の供用開始に向け、平成 28 年度においては、５月末に治療棟増築工事を完了

し、その後治療装置の設置・調整を行う。さらに、患者に安全、安心で高度な

医療を提供するため、血管造影Ｘ線診断装置などの更新を含めた整備を行い、

さらなる医療機能の向上を図る。 

 平成 28 年４月に診療報酬のマイナス改定が見込まれるなど、経営環境が厳

しくなることが想定される中、職員が一丸となり健全経営の維持に向け努力を

継続する。また、引き続き医師、看護師、薬剤師等の医療従事者確保に努める

とともに、チーム医療の推進、地域の医療機関との連携強化を行うなど、診療

機能の充実と良質な医療の提供に重点的に取り組む。 

 

１．高精度放射線治療棟整備事業について 

がん治療の充実を図るため、高精度放射線治療棟を整備し、近年の著しい治

療技術の進歩に対応した高精度放射線治療装置を導入するとともに、救急医療

の充実、強化を図るため、２階部分に救急病棟を整備する。 

 

【主な事業】高精度放射線治療棟整備事業     1,126,082千円 

           （増築工事、治療装置購入費等） 

 

２．医療機器等整備事業について 

患者に安全、安心で高度な医療を提供するため、既存機器の更新を含め、血

管造影Ｘ線診断装置、多用途透析用監視装置、内視鏡システムなど医療機器等

の整備を行う。 

【主な事業】血管造影Ｘ線診断装置、多用途透析用監視装置、内視鏡システ

ムほか購入            500,000千円 

 

３．その他病院施設改修事業について 

老朽化した透析室等の医療環境の改善と集学的がん治療の充実を図るため、

高精度放射線治療棟増築工事完成後、治療棟の２階に救急病棟を移転し、その



後人工透析室、内視鏡・Ｘ線ＴＶ室の順に移転・改修し、化学療法室を拡張す

る。（平成 29年度まで） 

また、駐車場機能と利便性の向上を図るため、高精度放射線治療棟増築工事

のヤード部分として使用していた院内駐車場の再稼働に合わせて、全ての外来

患者用院外駐車場を砂利敷きから全面アスファルト舗装に順次改修する。（平

成 29年度まで） 

 

【主な事業】透析室他改修事業             43,800千円 

         〃 債務負担行為 限度額   140,000千円 

                  期  間    平成 28～29年度 

        （新）院外駐車場舗装改修事業    54,800千円 

                 〃 債務負担行為 限度額   28,500千円 

                   期 間   平成 28～29年度 

            

 

 



 

１．目的 

高精度放射線治療棟を整備し、高度ながん治療が可能となる高精度放射線治療

装置を導入することにより、がん治療の充実を図る。 

 

２．内容 

 がん治療については、近年の著しい治療技術の進歩により、今後放射線治療と

化学療法の比率が高まることが予測されるため、高精度放射線治療棟を増築し高

精度放射線治療装置を導入する。 

 また、救命救急センターの機能の充実、強化を図るため、２階部分に救急病棟

を合わせて整備する。 

平成２７年度から増築工事に着手しており、平成２８年５月には増築工事を完

了し、その後高精度放射線治療装置の設置・調整を経て、平成２９年４月から供

用を開始する予定である。 

 

３．予算額  １，１２６，０８２千円 （財源内訳）企業債１，０９９，６００千円 

    （前年度  ５１５，２７５千円）      自己財源  ２６，４８２千円 

  

     １階平面計画の概要         ２階平面計画の概要 

                               

 

 

 

 

 

 

市立四日市病院事業会計 

高精度放射線治療棟整備事業【地方創生】 

担当 市立四日市病院総務課 

     田 中 

   ℡ ３５４－１１１１ 

放射線 

治療室 

治療計画室 

CT室 

病室 

病室 



 

 

１．目的 

   患者に安全、安心で高度な医療を提供するため、既存機器の更新を含め、医療機器

等の整備を図る。 

 

２．内容 

（１）血管造影Ｘ線診断装置 

（２）多用途透析用監視装置 

（３）内視鏡システムほか 

         

    

３．予算額   ５００，０００千円  （財源内訳）企 業 債 ４００，０００千円 

 （前年度   ５００，０００千円）       自己財源 １００，０００千円 

 

 

血管造影Ｘ線診断装置 

 

 

 

 

 

  

担当 市立四日市病院総務課 

      田 中 

   ℡ ３５４－１１１１ 

市立四日市病院事業会計 

医療機器等整備事業 



 

 

 

１．目的  

 老朽化した透析室等の医療環境を改善するとともに、今後増加が予想される

がん治療に対応するため化学療法室を拡張し、集学的がん治療の充実を図る。 

    

２．内容 

   高精度放射線治療棟増築工事完成後、治療棟の２階に救急病棟を移転し、そ

の後人工透析室、内視鏡・Ｘ線ＴＶ室の順に移転・改修し、化学療法室を拡張

する。 

  

３．予算額  ４３，８００千円  （財源内訳）自己財源 ４３，８００千円 

 （前年度  １５，０００千円） 

 

４．債務負担行為 

   透析室他改修事業 

    限度額 １４０，０００千円 

    期 間 平成２８年度から平成２９年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立四日市病院事業会計 

その他病院施設改修事業（透析室他改修事業） 

移転・改修計画 

担当 市立四日市病院総務課 

      田 中 

   ℡ ３５４－１１１１ 



 

 

 

１．目的 

高精度放射線治療棟増築工事のヤード部分として使用していた院内駐車

場の再稼働に合わせて、全ての外来患者用院外駐車場を砂利敷きから全面

アスファルト舗装に順次改修し、駐車場機能と利便性の向上を図る。 

 

２．内容 

   院外駐車場舗装改修事業 

測量業務（院外西・南第二） 

設計業務（院外北・南・西・南第二） 

全面アスファルト舗装・区画線工事（院外北・南） 

    （平成 29年度に院外西・南第二駐車場のアスファルト舗装・区画線工事予定） 

 

３．予算額  ５４，８００千円  （財源内訳）自己財源５４，８００千円 

 

４．債務負担行為 

   院外駐車場舗装改修事業（外来患者用院外南駐車場） 

    限度額 ２８，５００千円 

    期 間 平成２８年度から平成２９年度 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立四日市病院事業会計 

その他病院施設改修事業（（新）院外駐車場舗装改修事業） 

担当 市立四日市病院総務課 

     田 中 

   ℡ ３５４－１１１１ 

工 事 個 所 


























